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（ 開会時刻  １０時００分 ） 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

朝のあいさつをします。おはようございます。 

これから、輝くふるさと常任委員会を開会します。 

ただいまの出席委員は、７名です。 

定足数に達していますので、会議は成立しました。 

欠席届を出されている委員は、鳩岡明男委員であります。 

これから、本日の審査日程に入ります。 

本日の審査日程は、あらかじめお手元に配付しているとおりです。 

議事の進行上、各委員及び当局にお願いします。 

質疑する委員は、質疑する箇所のページを示して簡潔にお願いします。 

なお、質疑事項は１回につき、２、３点に区切り行い、関連した質疑以外は、改めて

発言の機会を求め、行っていただくようお願いします。 

また、質疑応答の際は、職名を言ってから、簡潔にお願いします。 

それでは、日程第１、議案第１号、平成 25年度葛巻町一般会計補正予算（ 第４号 ）

を議題とします。 

これから、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

最初に、歳入の関係でお尋ねをいたしたいと思いますが、９ページの民生費国庫補助

金で、次世代育成支援対策交付金が全額減額になっておりますが、これは、どのような

関係から、今回、全部削除され、歳出の方の関連はどのように出てくるのか。この事業

の、どのような部分で影響があるのか、お尋ねをいたしたいと思っております。 

それから、同じく９ページの県補助金の部分でございますが、自殺対策緊急強化事業

費補助金、国の 10分の 10、894,000円ほどの補正増がなっておりましたけれども、こ

れも、先ほどと同じような関係で、どこの部分で、この強化事業を推進していくのか。

私の見方が悪いかもしれませんが、歳出の部分では見えなかったので、こういったよう

な部分については、どのような使われ方をするのか、歳入の分でお尋ねをいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

健康福祉課長。 

 

健康福祉課長（ 鳩岡修君 ） 

それでは、歳入の部分での補正で２点ございますが、最初の次世代育成支援対策交付

金でございますが、この部分につきましては、民生費県補助金に子育て支援対策臨時特

例事業費補助金ということで、10分の 10というように、今回、新たに補正してござい

ます。国庫補助金から県補助金に補助メニューが変わったというものでございまして、
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歳出での事業の内容の変更の部分ではございません。 

それから、自殺の部分の歳入でございますが、自殺対策緊急強化事業費補助金でござ

いますが、この部分につきましては、当初に申請しましたメニューに内容の部分で補助

金が追加されたという部分でございまして、歳出の計上はございません。 

当初に計上しておりました、うつスクリーニングの部分等につきまして、その部分を

補助の対象に加えたものでございまして、歳出の計上には増加してございません。そこ

の部分が歳出には出てこないというような形になったものでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

ほかに。小谷地委員。 

 

小谷地喜代治委員 

19 ページの民生費の部分で、福祉関連事業委託料の町外施設入園児保育業務ですけ

れども、ほかの施設には何名くらいお世話になっているのでしょうか。 

そしてまた、主にといいますか、多い順番でいいのですが、町村名を教えていただき

たいというように思います。 

それから、24 ページの労働諸費の部分で、若者雇用促進奨励金ですけれども、何名

分くらいで、どういった職種に就いているのかお伺いします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

教育次長。 

 

教育委員会教育次長（ 近藤勝義君 ） 

お答えいたします。 

町外施設入園児保育業務の関係についての答弁になります。 

これにつきましては、町内に住所を有しながら、他町村の保育施設に入所した際の町

の負担分というようになりますが、現在３名おりまして、盛岡市、岩手町、一戸町、１

市２町にお願いをしているものでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 村中英治君 ） 

若者雇用の関係でございます。 

平成 25年度につきましては、前年度からの継続の方が８名ございます。今年度にな

ってから３名の方で、１名は今後の見通し分で１名分を確保してございますが、計 11

名分の予算となっております。 

内容的には、誘致企業といいますか、そういった関係のところで７名ほど、セクター

の関係で４名、それから、福祉関係で２名、それから、建設関係で４名、民間で３名、
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そういった内容になってございます。 

申し訳ありません。最初に 11名と申し上げましたが、21名でございます。企業の数

で 11企業ということでございまして、実際に雇用されている関係は、今申し上げまし

た 21名、うち女性が７名というようになっているところでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

小谷地委員。 

 

小谷地喜代治委員 

町外の施設に３名ということですけれども、ちなみに、よその町村から町内の施設を

利用しているというような園児等もおられるのでしょうか。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

教育次長。 

 

教育委員会教育次長（ 近藤勝義君 ） 

お答えをいたします。 

現在はございませんが、教員であったり、仕事の都合でこちらにというようなケース

も中にはございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

ほかに。柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

次は、歳出の方で若干お聞きいたしたいと思いますが、14 ページのバス路線運行拡

大支援対策費 800,000円の追加というようなことになろうかと思っておりますが、たぶ

ん 100円バスのことだろうと思うのですが、利用が高いような感じがしておりますけど

も、この 100円バスの効果の分析をどのように見ているのか。それから、利用状況等の

分析、それから、町民からどのような声が寄せられているのか等々についてお聞きいた

したいと思っております。 

それから、27 ページの補助金の関係でございますが、快適な住まいづくり応援事業

費で 3,500,000円。それから、商店等設備更新支援事業費 3,600,000円。若干の説明は

いただきましたけれども、これも、かなり使われているような事業費でございますので、

今回これが通りますと、合計で、いずれも 13,500,000円台、それから 15,000,000円台

の大きな事業費になってまいりますので、もう少し詳しく、この内容についてお伺いを

いたしたいと思っております。 

それから、その下の負担金、観光事業経費の中で、いわてＳ－1スイーツフェア事業

費 226,000円、これも新たな事業のようでございますが、こういったような部分につい

ては、どのような負担金なのか中身が全く検討がつきませんので、お知らせをいただき
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たいと、このように思っております。 

併せて、もう１点、28 ページの道路新設改良費の中で、茶屋場田子線で 1,530,000

円ほどの補正が出ておりますけれども、これも今年度からの新規というような感じで進

められている事業なわけですが、現在までの進捗状況、スムーズな進捗状況になってい

るものか、現時点での見通しについてお伺いをいたしたいと思っております。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 村中英治君 ） 

お答えを申し上げます。 

まず、100円バスの関係でございます。 

100円バスにつきましては、田部線、江刈線の委託料等については、包括的な年間の

利用見込み数に基づいて委託をしてございます。また、白樺号と県北バスにつきまして

は、実際に乗車いただいて、一旦払っていただいた後にという部分もありますので、１

件１件の積み重ねによって、役場の方にも利用者から申請をいただいておりますので数

字が出ております。 

その中で、例えば白樺号の関係でございますが、４月は利用者が 122件ございました。

５月が 346件、７月が 522件ということで多くなっておりまして、現在といいますか、

９月が 341件というようなことで、４月以降は徐々に利用者数が増えてきているのでは

ないかと思っているところでございます。 

また、ＪＲバスでは一番利用者の多い区間が元木葛巻ということで、９月までで 186

件、その次が、葛巻江刈川が 148件、その次が、小屋瀬というようなことで、比較的料

金の高い地区の方から利用者が多いというような傾向になっているものでございます。 

そういった中で、世帯数的には、これは県北バスと白樺号の２路線の関係になります

が、147世帯の利用になっております。延べ人数は2,070人ほどとなっておりますので、

１人平均、大体 12回くらい利用されているということになっております。１世帯当た

りで一番多かった助成額は、52,000円ほどになっているところでございます。 

そういった中で利用もされておりまして、声といたしましては、一旦支払って役場で

という部分については、できれば解消していただきたいという声が当初はかなりござい

ました。最近も聞かれないわけではございませんが、そういった部分についても、今、

検討を進めているところでございます。 

また、田部線、江刈線についても、こちらの方はＪＲさんのデータがそろっていない

部分もありまして、今、比較の部分については、いろいろお願いをしているところでご

ざいますが、２割、３割くらいは増えているのではないかというように捉えているとこ

ろでございます。 

それから、次に、快適な住まいづくり事業の関係でございます。 

快適な住まいづくり事業につきましては、現在までで 61件の申請がございます。事

業費的には 180,000,000円、補助金額で 10,786,000円となってございます。昨年度が、
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年間で 81件でございまして、13,548,000円の補助金でございました。今回の補正分を

加えますと、前年度同額程度、あるいは前年度を上回るくらいを想定しているところで

ございます。 

内容的には、やはりトイレの水洗化を伴うものが 23件で一番多くなっております。

その次には、屋根とか外壁等の修繕の関係、あるいは台所、浴室等の水回り関係のリフ

ォームというのが多くなっている状況でございます。 

次に、商店の設備更新支援事業の関係でございますが、現在までの申請件数が 22件

となっております。事業費的には 19,300,000円ほどでございます。補助金額が決定し

た分で 10,716,000円となっております。 

内容でございますが、小売業の関係が 10件、一般商店が６件、豆腐屋さん２件、鮮

魚店１件、農機具販売１件というような内容でございます。生活関連では７件ございま

すが、自動車整備工場が３件、クリーニングが２件、理容が１件、写真が１件の７件で

ございます。そのほかには飲食、サービス業関係で５店ほどございます。そういった中

では、冷凍庫、冷蔵庫、製氷機、オーブンレンジ等、そういったもの等の機械的なもの

の更新が中心になっている状況でございます。 

次に、いわてＳ－１スイーツフェアの事業の関係でございますが、これにつきまして

は、昨年度、震災後のＤＣキャンペーンが岩手県で行われておりますが、その後の冬期

間の対策ということで、補正という形で盛岡振興局の方で取り組みまして、２月に岩手

産業文化センターにおきまして、いわてＳ－１スイーツフェアを開催してございます。 

その際は、盛岡広域を中心に管内の業者がスイーツ、お菓子等を販売するイベントと

いうことでございまして、8,000人程度を目標にということでございましたが、実際に

は、入場者数が 21,900人、売上高が 11,200,000円ほどとなっておりまして、想定を大

きく上回る集客もあったということで、その辺を踏まえまして、また今年度も継続をし

たいということになったところでございます。 

そういった中で、今年度もまた２月に開催をすることで県、振興局の方が中心になり

まして、進めているものでございます。その予算につきましては 13,980,000円ほどと

なっておりますが、そのうち、県が 12,176,000円を負担しまして、残り 1,800,000円

ほどを盛岡広域の８市町村で等分に負担をするということで、この金額が 226,000円と

なっているところでございます。 

226,000円の負担の根拠につきましては、それぞれ市町村のブース、スペースが設け

られますので、それについて均等に負担をするというような考え方でございまして、主

に事業の中心は、そのフェアになっておりますが、それ以外にもスタンプラリーの開催

ですとか、東京、仙台、あるいは青森、八戸等での駅等を中心にしたキャンペーン等も

行っております。そういったものまで含めた経費の負担というような内容になっている

ところでございます。以上でございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

建設水道課長。 
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建設水道課長（ 村木淳一君 ） 

町道茶屋場田子線の道路整備工事の進捗状況ということでお答えします。 

今年の整備については、元町橋から大橋までの第１工区の工事となっておりますけれ

ども、物件移転補償については 100パーセント契約済み、完了となっております。 

用地取得については、約８割程度の契約済みとなっております。 

工事につきましては、今年は盛り土の 100メートルほどの工事ですけれども、今月、

入札及び契約の予定となっております。よろしくお願いします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

それでは、100 円バスの関係で、利用率もだいぶ好評なようでございまして、当初、

住民の方々から、このくらいの利用率があればいいなという期待度みたいなものがあっ

たと思うのですけれども、それで予算編成などもしたかと思っておりますけれども、町

当局から見た、この住民の利用、そういったような部分での期待度といいますか、そう

いったようなことについては、満足いく数字のような形になっているでしょうか。もう

一度、この部分でお伺いをいたしたいと思っておりますし、また、この情報については

だいぶ普及されていると思うのでございますけれども、その完全普及、各それぞれの関

係の地区の方々に普及されていると思っているのか、その認識度についても、どのよう

な状況になっているのか、お尋ねをいたしたいと、このように思っております。 

それから、快適な住まいづくりの関係では、大部分はトイレの水洗化 23件というよ

うに、先ほどお話を伺っておりましたけれども、例えば、このトイレの水洗化について

は、現在、町の方でも農業集落排水事業もあるわけですし、それから、これ以外の方々

については合併浄化槽というような分かれ方をするわけですが、この農業集落排水に入

っている方々はどのくらいになっているのか。これについては、こちらの方に入ってお

りますと、農業集落排水の利用率が高まってくるわけですし、また、合併浄化槽の方に

ついても、いろいろ助成制度があるわけでございますが、そちらの方の関連はどのよう

な形になってくるのか、その中身についてお伺いをいたしたいと思います。 

それから、茶屋場田子線の元町橋から大橋までの 100パーセントというようなことの

ようでございますけども、先ほどの話ですと、土地８割が決定しているというようなこ

とでございますけども、そうしますと、残り２割あるわけですが、こういったような土

地の関係の残った部分については、私から一般的に言いますと、なかなか、この残った

土地の２割の方で進捗が止まってしまうというようなケースも考えられるのではない

かと思うのでございますが、難しい部分の２割なのか、これが 10割に到達できるよう

な状況にあるのか、その中身までは私は深くわかりませんけれども、通常、順調にいく

場合には 10割がいいわけでございますけども、残った土地の部分については大変なご

苦労をする場合もございますけども、その辺の関係はいかがなものでしょうか。 
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輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 村中英治君 ） 

100 円バスの期待度に対する実際のところはどうかというようなご質問でございま

す。 

白樺号、県北バスの関係につきましては、今回で２回目の補正をさせていただいてい

るところでございますので、そういった面では、なかなか当初の見込みが難しかった、

甘かった部分もあるかもしれませんが、そういうことで２回も補正をさせていただいて

いるということもありまして、思った以上に使っていただいているのかなという感触は

持ってございます。 

また、江刈線、田部線につきましては、なかなか数字が出てこない部分もありますが、

いろいろなところで、高齢者の方々が特に多いのですが、バスの増便と併せて、今回の

100 円バスで、病院だけではなく買い物等にも行きやすくなったというようなことで、

今まであまり出かけない方も出かけるようになったというような話もいろいろな地区

で伺ってございます。 

私自身も、かなりバスを朝に利用させていただいておりますが、昨年はなかなか 10

人を超えて乗ってくるというのはなかったような気がしますが、今年度は、乗った際に

はほとんど 10人を超えた乗車があるというような感じで、肌でも増えているという感

じがしております。特に、高齢者の方も増えておりますが、若い人たちでも、これまで

乗らなかったような方がお乗りになっているというように考えております。そういった

意味では、結構お年寄りの方々の口コミ的な部分でも、随分その 100円バスの部分は浸

透してきているという部分も感じてはございますが、それが全体的なものかどうかとい

うのは、さらに検証して、今後ともＰＲに努めていかなければならないというように感

じております。 

それから、リフォームの関係でございますが、トイレの水洗化が多いという中で、合

併浄化槽と集落排水の関係ということでございますが、今、急いで資料の中から拾った

ものなので、若干間違いもあるかもしれませんが、集落排水の方が５件ほど、浄化槽が

17 件ほどでございます。少し拾い漏れがあるかもしれませんが、割合的には大体そう

いったような状況になっているところでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

建設水道課長。 

 

建設水道課長（ 村木淳一君 ） 

農業集落排水の方ですけども、葛巻町の農業集落排水と四日市の二つがあるわけです

けども、四日市が 66.0パーセントの加入率となっております。葛巻が 69.1パーセント

の加入率となっております。 

平成 25年度に農業集落排水に加入し、増えた分が７件となっております。合併浄化
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槽の方は、町内全体で、今年 23件作って補助しております。 

用地の方ですけども、あと２割あるわけですけども、問題は、金額的な問題と、少し

家に近くなるものですから、そこで、なかなか思うように交渉が進まなくて、もう少し

時間がかかるかもしれませんけども、今、一生懸命お願いしているところであります。

よろしくお願いします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

バス路線の方についても大体わかりました。 

江刈、田部の分については、こういったような利用度はわからないのですね。同じよ

うな利用度、高率になっていると思ってよろしいのですか。もしわかっていたならば、

江刈と田部の分についても、お知らせいただければありがたいと。 

それから、この快適な住まいづくり、こちらの方に助成をした暁には、また、この農

業集落排水、先ほど確か５件と言いましたよね。担当課の方では７件中５件、こういっ

たようなことで整備になっているというようなことですから、こういったような結び付

きも、やはり効果が上がっていることではないかと私は判断しますけども、いかがでし

ょうか。 

それから、合併浄化槽についても、これも補助金がたぶん出ていると思いますけども、

これについても 23件中 17件ですか、そういったような関わりがあろうかと思っており

ますけども、こういったような予算を使って、また、使用料もいただくというような形

になろうかと思っておりますので、こういったような部分では、一時的には補助金とし

て出しても、あとは使用料でいただくようなシステムになろうかと、そのように私は認

識しております。そういうような認識でいいのかどうか、もう一度、担当課からもお伺

いをいたしたいと、このように思っております。 

それから、土地の２割の見通しについては、見通しがあまり明るくないのもあるとい

うように感じられましたけれども、この土地が解決しなければ、なかなか見通しが、こ

の早急な整備がなされないのが普通であろうかと、このように思っておりますが、相続

のような関係でしょうか。それとも、金額の折り合いで引っかかっているのか。いずれ

のような事由から、そのようなことになっているのか。それからまた、この２割に対し

ての町の対応が、本当に真剣に向かっておやりになっているのかどうか、その姿が今の

答弁だけでは見えませんので、この点についてお伺いをいたしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 村中英治君 ） 

100円バスの関係でございます。 
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先般、町政懇談会等も行っております。そういった中では、小屋瀬方面では、あまり

バス停に人も見えないというようなご発言もございました。そういった中にあっても実

際には、先ほどお示ししたような、かなりの利用状況になっているというように感じて

おります。また、江刈、田部地区の懇談会では、どちらの会場でも、100円バスになっ

て本当によかった、ありがたいというような、そういう言葉もございました。そういっ

た中で、日によっては満員状態で、座れなくて立ってくる人もいるという日もあるとい

うような話もございましたし、そういう意味では、かなり江刈地区、田部地区について

は、利用されているのではないかと思っております。 

ＪＲの方では、白樺号については補助路線になったものですから、データをしっかり

毎日取っているということがありますが、田部と江刈線については、町内完結の路線と

いうことで、補助対象路線に赤字でもならないということで、そういうデータを把握し

ていないということがありまして、それで、委託の際にも包括的な積算、見込みでとい

うようなことでお願いをしてございますが、ただ、そういった部分についても、何らか

の、年に何度か調査もしているというようなこともありますので、その辺から類推した

ような形で、もう少し実績的な数字を出せないものかという話は先般もしておりますの

で、その辺はもう少し詰めさせていただきたいと思っているところでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

建設水道課長。 

 

建設水道課長（ 村木淳一君 ） 

茶屋場田子線の用地についてお答え申し上げます。 

用地の残っている分の２割につきましては、相続の問題は関係ないですけども、金額

的な問題と、うちでお願いしている分ではなくて全部、できれば全筆買ってほしいとい

うのと、家が建っているものですから、狭くなって使いづらくなってどうしようもない

ので、なかなか了解してもらえないという２件ございます。以上です。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 村中英治君 ） 

快適な住まいづくりの関係の方でございますが、今回リフォームの中に、水洗化をし

た場合には、金額を 100,000円プラスしてという部分を導入した部分につきましては、

町長の考えもございましたが、そのことで水洗化の率の向上にも努めていくための相乗

効果も考えてということでございました。そういう意味では、浄化槽それから集落排水

についても、そういった接続をしていただいたり、新たに設置をしていただく方が出て

きているという部分は、そういう、当初、目論んだ部分も十分に進んでいるのかなと考

えているところでございます。お話のとおり、そのことによりまして、また使用料とか

普及率の向上にもつながっているということで、そのとおりではないかというように思
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っているところでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

ほかに。姉帯委員。 

 

姉帯春治委員 

関連したことでお伺いしたいのですけども、委員長いいですか。 

３月の当初予算で決まったことでございますが、今、配布になっていたのですけども、

解体事業が、小田で約 9,000,000円ほど付けられたようで、今、事業に入っているよう

ですけども、おそらく３月議会では、50,000,000 円くらいの予算だったのではないか

と思っていますが、残りの事業はどのようになっていますか。 

それと、土木の方ですが、おそらく３月に決まったことであったかと思っていますけ

ども、寺畑橋 3,000,000円、それから、上田野 5,000,000円くらいの修理が決まったか

と思っていますが、この件については、いつ頃、どのように事業を進めていくのか伺い

たいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 村中英治君 ） 

それでは、１点目の解体工事の関係でございます。 

今年度、これまで使用しなくなったけども、そのままになっているというようなもの

について、全面的に解体をしたいということで、当初予算 50,000,000円を計上いたし

まして、ご承認をいただいているところでございます。 

これまで、そういった部分の、解体のための設計ですとか、そういったものを進めて

きたところでございまして、11 月に小田地区の部分につきまして、まとめて発注をさ

せていたただいております。今月も含めまして、今後、残りの部分についても、なるべ

く件数をまとめるような形で順次発注をしていきたいというように考えているところ

でございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

建設水道課長。 

 

建設水道課長（ 村木淳一君 ） 

これにつきましては、だいぶ古い橋が増えていましたけども、20年間といいますか、

毎年２橋ずつの修繕を行って、架け替えをしないで、老朽化の橋について延命化を図る

ということになっていますけども、今年は田野橋と寺畑橋の工事を行う予定ですけども、

今からの発注になります。今、準備、工法等を計画し、予定している段階ですので、よ

ろしくお願いします。 
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輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

姉帯委員。 

 

姉帯春治委員 

解体ですが、やはり機械だけではなくて、おそらく人夫も必要だと思いますが、今の

時間だと昼は短い、そして、私も山の方の事業をさせていただいていますけれども、４

時頃というと、もう暗くなって危険性があるわけです。３月に決めたものを、なぜ、こ

のように伸ばしているのか、そこの説明を総務企画課と建設水道課の方にお願いします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 村中英治君 ） 

質問にお答えしたいと思います。 

今回、解体を計画しているものの中には、旧役場庁舎でございますが、中にいろいろ

郷土資料館の役割、あるいは１階の方もジャズ喫茶等として活用もされてございました。

そういったものの、文化財等の移転を進める部分でございますとか、給食センター等に

ついても、葛巻高原食品等に貸し付けをしておりまして、資材等を置いているという部

分もございます。そういった移転等も進めていただきながらという部分も、ひとつ大き

な部分がございましたが、それ以外に、どういった形で解体を進めるかという検討の部

分ですとか、それ以外の事業等との兼ね合いの中で年度後半にというようなことで進め

てきた経緯もあり、そういった中で、冬期間にかかってきたという部分については、大

変申し訳ないという部分もございます。そういった中ではありますが、当初の予定どお

り解体ができるよう進めてまいりたいというように考えてございますので、ご理解賜り

たいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

建設水道課長。 

 

建設水道課長（ 村木淳一君 ） 

遅くなった件について、お答え申し上げます。 

事業がたくさんありますので、順番に進めているわけですけども、８月の大雨とか災

害等の対応がありまして、大変遅くなって申し訳ないと思っております。これは、すぐ、

次回の入札、契約になると思いますので、よろしくお願いします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

姉帯委員に申し上げます。 

この件につきましては、補正予算以外の質問でございますので、質問等は改めて別な
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機会にしていただきたいと思いますが、そのことでよろしいでしょうか。 

姉帯委員。 

 

姉帯春治委員 

今、委員長のお話でいいですけれども、ただ、３月に予算が決まっているのです。今

年は今回で議会が終わりなのです。だから、聞くのです。それぞれの関係の方々も 12

月だから聞きたいわけです。これは９月とかに聞くのではなくて、もう来年の３月しか

議会が開かれないので、あえて聞いたわけでございます。今後とも、皆さんも期待をし

ているので、できるだけ事業については、時間も少なくなってくるし、また、仕事をさ

れる方々も安全面では、おそらく暗くなってくるのも早いので、それぞれ事業者も上乗

せしなければならないと思いますので、できるだけ３月であったら早めに手を付けるべ

きではないかと思いますので、皆さんも期待しておりますので、よろしくお願いします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

当局に対しましての意見、要望でございます。 

ほかに。柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

先ほどの関連で、またお伺いをいたしたいと思っておりますが、茶屋場田子線の土地

の関係で金額の問題等、全部買ってほしい、そういったような部分で残っているという

ような話でございますけども、これは現在、担当課だけでの進行になっているのか。こ

ういったような諸課題について、副町長とか町長まで、このような課題を上げて処理し

ようとしているのか、担当課だけで止まっているのか、その見通しがなければ、こうい

ったような部分は私は解決しないのではないかと思うのですが、これは上司の方に、す

べて上の方に上がっている事例なのでしょうか。そこをはっきりしなければ、ここで補

正がこのように通ったとしても、次に必ず引っかかってくる問題ではないかというよう

なことで、再度、この点についてお伺いをいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

それでは、お答え申し上げます。 

今、建設水道課長から申し上げました、用地の 80パーセントは契約が済んでいる、

残りの 20パーセントということでの件でありますが、これにつきましては、11月の末

にその状況の報告も受けたところであります。 

そういう中で、今、いろいろ私のところで、これまでの用地を取得する場合に、全域

に対しまして、こういう手法で用地を取得してまいりたいというようなことで、全体で

の計画の方針を示しながら進めてきたところでございまして、そういう中で、単価ある
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いは面積等々につきましても、その手法の中で 80パーセントが進んできている状況に

ある中で、今お話ありましたような課題といいますか、これもありますので、とは言い

ましても、今までの方針を示しながら、ご協力をいただきながら、そういう状況で 80

パーセント進めてきておりますので、その考え方との整合性といいますか、そういった

ようなものをしっかりと持ちながら、残っている方々等を、さらに誠意を持って交渉し

てまいりたいと、このように思っておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

第１点で、上司の方に上がっているということで、これについても、どちらかと言え

ば安心をいたしました。担当課だけでの処置では、こういったような部分は私は解決し

ないのではないかと思っております。25 年度の事業の部分については、ぜひとも、初

年度ですから、解決しなければ次年度にいっても、やはり引っかかってくるものは引っ

かかってくるというような形になるのではないかと思っておりますので、こういったよ

うな部分については、誠心誠意を持った町当局の対応を、ぜひお願いして、次年度以降

の事業につなげていただきたい。それについて、もう一度お願いをいたしたいと思いま

す。その解決のほど、見通しについても、お伺いをいたしたいと思っております。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

先ほども申し上げましたように、先月の末に、先ほども申し上げましたような状況に

あるというようなことでございますので、それらの状況等も、今、内部でも再度その整

理をしまして、地権者に誠意を持って交渉をしてまいりたい。そして、３月末までには、

そういう状況を進められるように最善を尽くしてまいりたいと、このように思っておる

ところであります。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

ほかに。 

（ 「なし」の声あり ） 

ないようですので、これで質疑を終わります。 

お諮りします。 

討論は本会議で行うこととし、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませ

んか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 
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これから、議案第１号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

議案第１号、平成 25年度 葛巻町一般会計補正予算（ 第４号 ）は、原案のとおり決

定することに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第１号は原案のとおり可決されました 。 

ここで、11時まで休憩といたします。 

 

( 休憩時刻 １０時５０分 ) 

( 再開時刻 １１時００分 ) 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

次に、日程第２、議案第２号、平成 25年度葛巻町国民健康保険事業勘定特別会計補

正予算（ 第２号 ）を議題とします。 

これから、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

１点だけお伺いをいたします。 

今回の補正予算で、基金の積み立てを 10,000,000円減額する補正予算になっており

ますし、予備費でも 6,283,000円ほどの減額というようなことになっておりまして、こ

の数字を見ただけでも、今年度も、この国保会計の運営は容易ならざる事態なのかなと、

そのように私は思っておりますが、このまま推移いたしますと、25 年度の決算見込み

は、どのような形での見込みを持っているのか、その見通しについてお伺いをいたした

いと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 上小路隆男君 ） 

お答えいたします。 

25年度の決算に係る見通しについてというご質問でございます。 

ご案内のように、国民皆保険といたしまして、いつでも医療が受けられる制度として

国民保険制度があるわけでございます。近年、加入者の高齢化、あるいは低所得者等の

増加、さらには収納率の伸び悩み、小規模保険者の増加など、構造的な問題を抱えてお

るものでございます。本町におきましても、この構造的な問題は同じでございまして、

極めて深刻な状況にあると、このように認識しておるところでございます。 
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このような中、平成 25年度の財政見通しでありますけれども、歳入の大きな柱とな

ります保険税につきましては、現下の厳しい経済情勢の中にありまして、被保険者の

方々のご理解をいただきながら、平成 25年度 11月末現在の収納状況は、前年度と同じ

32.6パーセントと、このような状況になっておりまして、現年分につきましては 40.4

パーセント、滞納繰越分につきましては 7.2パーセント、このような状況でございます。 

当初予算で 206,000,000円ほど見込んでおりましたが、調停額が伸び悩みまして、前

年度と同程度の収納率でいきますと、201,650,000円ほどとなりまして、4,500,000円

ほどの減少になるものと試算してございます。平成 25年度も、残すところ４カ月ほど

となってございますので、今後さらに財源の確保に努めてまいりたいと、このように思

っておるところでございます。 

また、国庫支出金でございます療養給付費の負担金でございますけれども、保険給付

費の大きな伸びによりまして、今議会でも補正をお願いするわけでございますが、当初

予算より 6,680,000円ほど、財政調整交付金では 2,400,000円ほどの増額が見込まれる

ものでございますが、高額療養費の共同事業負担金等につきましては 1,400,000円ほど

の減額となる見通しでございます。また、県支出金の高額療養費共同事業交付金につき

ましては 1,600,000円ほどの増額となります。共同事業交付金では、高額療養の共同事

業負担金が2,200,000円ほど、さらには保険財政安定化共同事業交付金では14,500,000

円ほどの減額になる見通しでございます。 

次に、歳出の見通しでございます。 

歳出の６割ほどを占める保険給付費でありますが、平成 24年度が 678,000,000円と

隔年変動が見られます。平成 25年度の当初予算で 639,940,000円、このように計上を

しているところでございます。しかしながら、今年度の保険給付費のうち大部分を占め

る療養給付費でございますが、これを見ますと、９月診療分までの実績をもとに試算し

まして、一般被保険者、退職被保険者合わせまして 596,000,000円ほどとなりまして、

前年度実績 593,360,000 円ほどと比較しますと、2,650,000 円ほど伸びてございます。

療養給付費の当初予算が 562,200,000円と計上したところではありますが、退職被保険

者等に予算不足が生じたため、９月議会で 19,000,000円ほどの補正措置をさせていた

だいてございました。 

このような状況でございますので、今議会におきまして、一般被保険者の療養給付費

15,000,000 円、高額療養費 11,500,000 円の増額補正をお願いするものでございます。

なお、共同事業拠出金等につきましては、平成 25年度予算で 159,880,000円の予算措

置をしておりましたが、144,680,000円ほどの実績となりまして、15,200,000円ほど減

額となるものと試算してございます。 

以上、歳入、歳出の平成 25年度の見通しを申し上げましたが、国保会計の予算は、

現実的な歳出に合わせた歳入を確保しなければならないと、このような会計でございま

すので、今回の補正におきまして、議員仰せのとおり基金積立金 10,000,000円、予備

費 6,283,000円を財源とさせていただいたものでございます。 

今後におきましては、国保税の収納率のさらなる向上と、長期入院等による医療費の

抑制に努めるとともに、これから流行が懸念されます感染症疾病等の動向に注意を払い
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ながら、国保財政の安定運営に努めてまいりたいと、このように考えておるところでご

ざいますので、ご理解を賜りたいと存じます。以上でございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

苦しい内容については、よくわかりました。 

５ページを見ていただければ、すぐわかるわけですけども、事項別明細書の部分です

が、今回ここで基金積立金 10,000,000円と、予備費 6,283,000円の減というようなこ

とで、もう、この計の方についても残額が少ないわけです。そして、この一冬を越すた

めには、これから一番心配されるのは保険給付費です。例えば、インフルエンザ等での

支出増、一旦そういったようなものが流行したような場合、今回の一般給付費では

15,000,000 円の補正のようでございますけども、私はこれでは到底済まないような感

じがします。そうしますと、この手当てする部分については、こういったような基金、

あるいは予備費も、もう残額がございません。またまた厳しいような感じがしていくわ

けでございます。こういったような部分、大変心配するところでございます。 

この保険給付費等についても、これを少なくするための予防とすれば、やはりインフ

ルエンザ等の予防接種の周知徹底を図った上で、いくらかでも医療費を少なくすること

が極めて大事ではないかと、一方的に出すものを押さえるということではなくて、その

予防的なものでやる以外に、私は現時点でないのではないかと思います。そういったよ

うな予防対策は完全に行われているものでしょうか。インフルエンザについては、助成

金も出して、高齢者等については少額の負担金でやっているわけですが、そういったよ

うなものが本当に周知されているのかどうか、こういったような国保の会計に非常に影

響を与えるものだというように私は思っている一人です。そのような認識は、町当局で

はどのように思っているでしょうか。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 上小路隆男君 ） 

正に、議員仰せのとおりだというように、私どもも予防対策が重要なものだと、この

ように思ってございます。 

そういう意味で、特定健診というものがあるわけでございます。この特定健診の受診

対策といたしまして、これまで受診いただけなかった方には受診をいただくように、年

２回通知を差し上げております。 

22 年度には未受診者にアンケート等を行ったところでございまして、このアンケー

ト結果を踏まえ、土曜日、日曜日の休日の健診日を増やす等、関係機関と協議し、受診

しやすい体制を整えてまいったところであります。 
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平成 24年度からは、45歳、50歳、55歳の方々を対象に、特定健診 1,500円分の無

料券をお配りし、受診率の向上に努めてきたところでありまして、今年度は 98人中、

国保 39人、その他 48人、合わせて 87人の方が利用され、88.7パーセントの利用実績

がございます。 

また、平成 25年度の特定健診でありますけれども、４月 11日から５月 12日までの

１カ月間にわたりまして、日曜日２回を含む 20日間の集団健診を実施したところでご

ざいます。また、集団健診を受けられなかった方々につきましては、７月から 12月の

６カ月間、希望する日に健診が受けられるように町内の医療機関にお願いをいたしまし

て、個別健診を実施したところでございます。その結果、対象者が 1,978人に対しまし

て、受診者が 919人でございました。この受診率は 46.5パーセント、このようになっ

ておるものでございます。 

さらに、この受診結果によりましては、保健師による保健指導を行っているところで

ありまして、動機付け指導 119人ございますが、このうち 14人、率で申し上げますと

12.6 パーセント、あるいは積極的指導等もございます。これらを強く推し進めておる

ところでございます。 

もう一つは、先ほども話がありました、今後、冬期間における感染症疾病、いわゆる

インフルエンザを代表するものでございますが、これらの流行によりまして、医療費が

膨らむということが懸念されるものでございますので、この予防接種等におきまして、

町でも高齢者の方々には補助等をできるような体制を取っておりまして、この予防接種

を受診されるように強く普及していかなければならないというようなことで取り組ん

でおりますので、ご理解をいただきたいと存じます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

この国保会計についても、今、課長の方からお答えをいただきましたけれども、予防

体制は極めて私は大事なものと認識している一人でございますが、これは副町長にお伺

いいたします。やはり、予防対策は窓口である国保担当だけではどうにもならない問題

です。健康福祉課の保健師が今７人おります。こういったような方々の協力なくしては、

私は健康づくりに、こういったような医療費の軽減対策は絶対つながってこないと、こ

のように思っております。これは２課にもわたる問題ですが、そういったようなことの

意思の疎通を図らせながら、やはり、保健師等の予防対策における位置付けを強化すべ

きだろうと私は思っておりますけれども、そちらの方の事務の総括をしている副町長か

ら、そういったような連携、そして予防対策、そういったようなものの考え方をお答え

をいただきたいと、このように思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

副町長。 
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副町長（ 觸澤義美君 ） 

それでは、お答え申し上げます。 

今回の保健指導という観点でのご質問でございます。 

これにつきましては、今年度に向けてでございますが、昨年度の９月頃からでござい

ますが、保健師とも３回ほど懇談をさせていただきながら実態を、そして、どういう課

題に、どう対応していかなければならないか、そういう観点での話し合い等もさせてい

ただきました。そしてまた、それは新年度に向けての部分でもございました。特にも、

保健師だけの、そういう保健指導といいますか、そういう形ではなくて、今回は特にも

葛巻病院との連携、あるいは歯科医院との連携、そういう形の中での協議もさせていた

だき、また、先生にもそこに入っていただいて、そういう形の中に 25年度スタートさ

せていただきました。 

そういう中で、先ほどお話ありましたように、成人病健診、特にも春先から始まる状

況でありますが、その結果の事後指導等を含めながら、各集落において、今までですと

保健師、あるいは保健委員の方々等々からも地区に一緒に入っていただきながら、そう

いう指導もしてきたところでありますが、加えまして、先生からも入っていただいて、

そういう中での健康講話といいますか、そういう普段の健康に関する先生の立場でのお

話をいただく、あるいは、そういう実態を先生からも理解していただくといいますか、

そういう中での適切な指導をいただきたいというような形の中での打ち合わせをしな

がら進めてきたものであります。 

そういう中で、その健診が終わって、事後指導ということで一緒に各集落を回らせて

いただいての、そういう指導をさせていただいておるところでありますし、併せて、各

地区での老人クラブ等での様々な集会がございますが、そういう場にも先生からも出向

いていただいて、健康講話等も織り交ぜながら、レクリエーション的なものもあったと

思いますが、そういう形の中で今進めておるところであります。 

いずれ、お話ございますように、医療費の抑制といいますか、これにつきましては、

住民の健康をどう守りながら維持していく対策を講じていくかということでございま

すが、一層その指導、健康指導に力を入れてまいりたいと、そのように思っております

し、こういう状況の中で、数字等を見ましても、医療費の方が伸びていく状況にもござ

いますが、ひとつの大きな対策、課題だと、このように捉えておりますので、よろしく

どうぞお願いを申し上げたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

ほかに。 

（ 「なし」の声あり ） 

ないようですので、これで質疑を終わります。  

お諮りします。 

討論は本会議で行うこととし、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませ

んか。 
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（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから、議案第２号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

議案第２号、平成 25年度葛巻町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（ 第２号 ）

は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第２号は原案のとおり可決されました 。 

次に、日程第３、議案第３号、平成 25年度葛巻町簡易水道事業特別会計補正予算（ 第

２号 ）を議題とします。 

これから、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

ないようですので、これで質疑を終わります。  

お諮りします。 

討論は本会議で行うこととし、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませ

んか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから、議案第３号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

議案第３号、平成 25年度葛巻町簡易水道事業特別会計補正予算（ 第２号 ）は、原

案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第３号は原案のとおり可決されました 。 

次に、日程第４、議案第４号、平成 25年度葛巻町農業集落排水事業特別会計補正予

算（ 第１号 ）を議題とします。 

これから、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

ないようですので、これで質疑を終わります。 

お諮りします。 

討論は本会議で行うこととし、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませ

んか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから、議案第４号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

議案第４号、平成 25年度葛巻町農業集落排水事業特別会計補正予算（ 第１号 ）は、
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原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第４号は原案のとおり可決されました 。 

次に、日程第５、議案第５号、平成 25年度葛巻町後期高齢者医療事業特別会計補正

予算（ 第１号 ）を議題とします。 

これから、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

ないようですので、これで質疑を終わります。  

お諮りします。 

討論は本会議で行うこととし、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませ

んか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから、議案第５号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

議案第５号、平成 25年度葛巻町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（ 第１号 ）

は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第５号は原案のとおり可決されました 。 

次に、日程第６、議案第６号、平成 25年度葛巻町国民健康保険病院事業会計補正予

算（ 第２号 ）を議題とします。 

これから、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

今回の病院会計補正予算は人件費のみの補正のようでございまして、しかも、減額と

いうようなことになっております。これについても、25年度のこれまでの経営状況と、

予算編成をしてみて、今年度末の決算見込みはどのような見込みを持っているのか、そ

のことをお聞かせいただきたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

病院事務局長。 

 

病院事務局長（ 岩泉宇昭君 ） 

今現在の決算の見込みということでございますけれども、大変厳しい状況ではござい

ますが、日々院内でも検討を重ねていまして、少しでも収入が増えるようにということ

で、なんとか当初予算に近づけるように、いろいろ努力をしている最中でございます。
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収入等につきましても、春先よりは、かなり入院費用等も増えていますので、なんとか

プラスにもっていければというような感じで努力はしているところでございます。今現

在、まだ収入を少しずつ増やしている段階ですので、どれくらいになるかというのは、

まだ計算できる状態ではないのですが、まず、がんばっているので、もう少し結論はお

待ちいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

ほかに。 

（ 「なし」の声あり ） 

ないようですので、これで質疑を終わります。  

お諮りします。 

討論は本会議で行うこととし、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませ

んか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから、議案第６号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

議案第６号、平成 25年度葛巻町国民健康保険病院事業会計補正予算（ 第２号 ）は、

原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第６号は原案のとおり可決されました 。 

次に、日程第７、議案第７号、葛巻町町税条例の一部を改正する条例を議題とします。 

これから、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

１点だけお伺いをいたしたいと思います。 

今回、公的年金等に係る所得の個人町民税の特別徴収と、次の 48条の５で仮特別徴

収税の一部変更というようなことになっておりますが、この 48条の２と 48条の５の二

つの条文改正で影響を受ける、その対象者数の見込みはどのようになっているでしょう

か。また、この条例改正をすることによっての事務処理手続き等はどのように行われて

いくのか、その内容についてお尋ねをいたしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 上小路隆男君 ） 

お答えいたします。 
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対象者数の状況と、それから、事務処理手続きの方法がどのように変わるのかという

ご質問でございます。 

まず、対象者数についてでございます。平成 25年度分の申告における町民税の公的

年金特別徴収対象者、11月末現在の状況でありますが、人数にしまして、対象者数 262

人、金額にしまして 5,434,000円ほどとなってございます。ちなみに、公的年金受給者

で普通徴収の方は９人、759,000円ほどとなっておるものでございます。なお、平成 24

年度の特別徴収対象者は 250 人、5,230,000 円。平成 23 年度分は 232 人の 5,150,000

円ほどとなっておるものでございます。 

48 条の２の、特別徴収対象者の転出に関わる部分でございますが、今年度におきま

しては、現時点で転出された方はおらないものと、このように思ってございます。 

次に、事務処理の手続きが、この改正によりまして、どうなるのかという、新たな手

続きが必要なのかというご質問かと思いますが、今回の 48条の２、それから 48条の５

の改正は、公的年金等に係る特別徴収についての改正でありまして、改正の趣旨でござ

いますが、公的年金受給者の納税者の便宜、それから、町における徴収の効率化を図る

と、このようなことで平成 21年 10月の年金支給分から、個人住民税に公的年金からの

特別徴収制度が導入されてございます。これは、65 歳以上の受給者から公的年金等に

係る所得割及び均等割を年６回の年金支給月の都度に引き落としする、いわゆる特別徴

収をするというものでございます。 

しかしながら、現在の制度では、資料等にもお示ししてございますが、翌年度の仮徴

収額は前年度の本徴収税額を徴収すると、このようになっておるために、１年間の年税

額は、前年の年税額より大きく変動した場合には、翌年度以降も、この不均衡を平準化

できないと、本徴収と仮徴収のかい離が続くという制度になってございます。 

また、公的年金から特別徴収されている者が町外に転出された場合にも、特別徴収か

ら普通徴収に切り替えなければならないなどの課題があるものでございました。このよ

うなことから、年金所得者の納税の便宜、事務の効率化の観点から、年間の徴収税額の

平準化を図るために見直しを行う内容になってございます。 

具体的には、48 条の５は、年間の徴収税額の平準化を図るために、仮徴収税額を前

年度の特別徴収税額の２分の１に相当する額とすると、先ほども申し上げましたが、資

料に例示をしているところでございます。 

また、48 条の２は、課税期日後に町外に転出した場合においても、一定の要件のも

とで特別徴収を継続することができると、このような見直しになっておるものでござい

ます。これまで、公的年金に係る特別徴収の対象者については、町から各種年金保険者、

一般的に大きいのは健保協会とか、いわゆる厚生年金等、あるいは国民年金等の保険者

でございますが、年金保険者が税金を引き落としまして、町に納付していただいておる

ものでございます。 

今回の改正では、先ほど申し上げましたように、本徴収と仮徴収の税額の計算の見直

しをするものでありますことから、この改正に伴って、納税者自らが新たに事務手続き

等を行うということはないものだと、このように理解してございますので、ご理解を賜

りたいと存じます。 
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輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

ほかに。 

（ 「なし」の声あり ） 

ないようですので、これで質疑を終わります。  

お諮りします。 

討論は本会議で行うこととし、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませ

んか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから、議案第７号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

議案第７号、葛巻町町税条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決定することに

賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第７号は原案のとおり可決されました 。 

次に、日程第８、議案第８号、岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関

し議決を求めることについてを議題とします。 

これから、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

ないようですので、これで質疑を終わります。  

お諮りします。 

討論は本会議で行うこととし、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませ

んか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから、議案第８号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

議案第８号、岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めるこ

とについては、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第８号は原案のとおり可決されました 。 

次に、日程第９、議案第９号、財産の取得に関し議決を求めることについてを議題と

します。 

これから、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

柴田委員。 
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柴田勇雄委員 

今回のＦＭ音声告知端末の予算については、確か９月の補正で予算措置、議決したと

思っております。 

それで、これまでも何台か購入いたしまして、それぞれ主要なところには配置したよ

うでございますが、今回、この 1,200台の配置方法、それから、配置時期はどのように

考えておられるでしょうか。 

それからまた、各種その主要なところにも配置になっているようでございますが、例

えば、避難所に指定されているところとか、医療機関とか、高齢者施設とか、児童福祉

施設とか、そういったようなところにも、今回のこの 1,200台で配置する予定になって

いるのかどうか。 

それから、この 1,200台は希望するところだけの配置になっているのか。それで、こ

の 1,200台で、もうすべて配置が終わりというようなことになるでしょうか。それとも、

希望があれば今後も、こういったような台数については追加していく考えなのか、その

見込みについてお答えをいただきたいと、このように思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 村中英治君 ） 

お答えをいたします。 

まず、配置等の時期でございます。現在、並行しまして、各自治会を通じまして設置

の申し込みの取りまとめをしていただいております。今週を期限にお願いしているとこ

ろでございますが、そういう部分。 

それから、今回、契約の議決をいただきますと、納入が２月 15日までというように

なってございますが、これは最終の期限ということでございまして、製造できたものか

ら順次、１月の中旬以降から納入をしていただくような形でお願いしたいと思っており

ますが、それに併せまして、希望いただいたところから、今年度の１月下旬から設置を

始めて、３月までに希望いただいた世帯には設置をしたいということで進めてまいりた

いと思っているところでございます。 

そういった中で、今回 1,200台でございます。これまでの分が、400台購入してござ

いますので、1,600台となってございます。町の全体の世帯数が 2,700世帯等ございま

すので、まだ、そこには差があるところでございます。今回の 1,200台については、前

回要望等をいただいた際に、700台程度の要望がございました。それについては、条件

で聞こえない地域、あるいは高齢者等だけの世帯等というようなことで要望いただいた

中で 600台ほどございました。回答率も６割程度でございましたので、その辺を勘案し

ながら、場所、地域に限らず、町内どの地域でも希望する方には設置をしたいというこ

との考えから 1,200台、今年度分としては措置をしたところでございます。希望されな

い方もあるかとは思いますので、当面は希望する方から順番に設置をしていきまして、

最終的には町全世帯、あるいは世帯外でも必要なところ等には配置をしていきたいとい
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うように考えてございます。 

その効果としては、現在は屋外スピーカーで流れたものと同じものがそのまま聞ける

という状況でございますが、世帯に広く普及した場合には、屋外スピーカーには流さな

いけども、ラジオだけで流すという方法もございますので、そうすると、よりいろいろ

な情報、幅広い情報を全世帯に即時に提供することが通常もできるというメリットもご

ざいますので、最終的には全世帯に配置できるような形で進めていければというように

考えているところでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

先ほどの質問の中で、例えば避難所とか、そういうようなセンター等の関係は。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 村中英治君 ） 

失礼いたしました。 

最初の部分は、自治会、消防、あるいは自主防災組織の関係もありますので、自治会

長、それから消防団本部、各分団長、それから議員の皆様、あるいは町の災害対策本部

の本部員等、それから小中学校等にも設置してございます。その部分が大体 100台くら

いございますが、今後、希望等をいただいて、1,200台の中から確保できる部分等もあ

るかと思いますので、そういった部分も含めて設置を検討してまいりたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

最終的には、希望する方、全世帯に配置したいというようなことのようですので、そ

のように受け止めてよろしゅうございますね。 

それで、今、町内に何カ所かの避難所の指定などがありますよね。あと、医療機関と

か、高齢者施設とか、児童福祉施設とか、こういったような、人が常時集まっているよ

うな、あるいは避難所と指定されているような部分についても、今回この 1,200台の中

に含まれておりますかということをお伺いしておりますので、これを最後に確認してお

きたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

総務企画課長。 
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総務企画課長（ 村中英治君 ） 

1,200台ですので、これまでの希望の状況からいくと、すべてになるかどうかという

のは、希望を集計してみないとわかりませんが、もし希望と差があった場合には、そう

いったものは順次、追加的に要望があったもの等について設置をして、年度をまたぐ部

分もあるかもしれませんが、確保しておいて、設置をしていきたいというように考えて

おりますので、そういった中では、必要な、希望される公共施設、あるいは公共的な施

設等についても、併せて設置を進めてまいりたいというように考えてございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

前に、防災関係者等も 93台、自治会長とか、消防団本部とか分団長、それから議員

とか、あと小中学校にもなっておりますので、こういったような部分については希望が

なくても、まず、出してもらうのですが、施設の方から希望が出るかどうかはわかりま

せんけども、こういったようなところにも率先して、町の方ではこのようなものを配置

した方がよろしいのではないですかということを、私は申し上げたいわけです。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 村中英治君 ） 

そういったご意見の部分も含めて対応してまいりたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

ほかに。 

（ 「なし」の声あり ） 

ないようですので、これで質疑を終わります。  

お諮りします。 

討論は本会議で行うこととし、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませ

んか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから、議案第９号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。  

議案第９号、財産の取得に関し議決を求めることについては、原案のとおり決定する

ことに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 
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起立全員です。 

したがって、議案第９号は原案のとおり可決されました 。 

次に、日程第 10、議案第 10号、あっせんの申立てに関し議決を求めることについて

を議題とします。 

これから、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

今回のあっせん議決につきましては、葛巻町の請求総額 7,330,398円となっているわ

けですが、この申立ては、東京電力の東北補償相談センターの見解というようなことに

もなっておりまして、ここに申立てをするというようなことになっているのですが、例

えば、この資料に、不可とか、保留から可というようなものが明記されているわけです

が、これは、どのような意味で解せばいいのか。例えば、人件費 5,737,756円、これは

東京電力東北補償相談センター見解では、不可です。これは、例えば、見込みがなくて

もやるというように解していいのか。それからまた、機器購入費では 1,330,142円です

が、これは保留から可となっておりますけれども、これでは、あるいは認められるかも

しれないというような見解なものでしょうか。それから、この電子計量器とかストップ

ウオッチは、保留というようなことで、保留から可になった非常に金額が少ない部分に

ついては、可のような感じになっておりますけれども、こういったような人件費の算出

方法等については、県下共通で算定しているものでしょうか。その辺のところは、中身

はよくわかりませんので、こういったような算定方法についても、これが不可ですよね。

この見込み等はどうでしょうか。それから、新聞だけの情報ですけども、こういったよ

うな補償がなかなかなされていないというのが現実のようでございます。そういったよ

うなことについても、この議決をすれば、すべて解決できるというようなものではない

というように私は思っておりますが、そういったような見解は、町ではどのように思っ

ているでしょうか。これは、飽くまでもあっせんですから、その結果を求めることは少

し心苦しいところではございますけども、この不可とか、保留から可とか、そういうよ

うな意味は何を指しているのでしょうか。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 村中英治君 ） 

今のご質問にお答えをいたします。 

まず、これまでの東京電力の直接的な交渉においては、結果的に埒が明かなかったと

いう部分がありまして、どうしても次の段階にいかざるを得ないということで、このあ

っせんの申立てでございます。それでもうまくいかなければ、次は訴訟ということにな

る、そういうステップがございますが、議案 10号関係資料の７ページをご覧いただき

たいわけでございますが、この１番の経緯の①のところに、基本的なスタンスでござい
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ますが、県及び市町村等が行う原発事故による放射線影響対策に要したすべての費用に

ついては、当該事故の原因者である東京電力が責任を負うべきものでありという、こう

した、ここの部分の一貫した考え方でございます。放射線、原発事故に起因したものは、

すべて東京電力が損害を賠償すべきだということでございます。そういった観点から、

町がそのために要した人件費ですとか、直接、測定器械の購入ですとか、そういった物

的なものもあるわけですが、一番は、そこに従事しなければならなくなった、原発対策

に従事しなければならなくなった職員の人件費というのが、どこの自治体もそうですが、

一番の大きいものとなっております。そういったものについては、東京電力は、正職員

が時間外にどうしても行わなければならなかった合理的な理由があるものの時間外、そ

れから、対策のために必要として事故後に臨時職員を雇ったものについて、本当に内容

が必要なものであれば賠償しますという、東京電力の見解はそういうようになっており

ます。 

また、機器等についても、測定のために必ず必要なものについては、保留から可とし

ましたが、ストップウオッチですとか、そのための計量器とか、そういったものについ

ては、それは必ずしも必要なものではないという見解から、このように保留というよう

になっておりますが、町としては、そういったものは、すべて原発の対策のために必要

なものとして購入したものでありますので、全部を賠償してほしいという、そういう考

え方。それは他の市町村、県も同じでありますので、今はそういう賠償もそこのところ

で、どうしても止まっているという状況がありまして、では、なぜ、そこを賠償できな

いのかという、東京電力はそういう具体的な理由とか見解は示さない。ただ、保留とか

可とか、そういうものしか出てこない。それも、相談センターの窓口としての対応とい

うことで、実際にそれがそうなるかどうかは東京電力の本部の方で判断することだとい

うことにもなっておりますので、そういうことで、なかなか交渉として、どうしても、

もう進まなくなったということで、今回、その公的な機関でありますセンターの方にあ

っせんを申立てたいという趣旨のものでございますので、これをやったことによって賠

償がすぐ来るとか、そういう希望的なことには、委員おっしゃるとおり、なかなかなら

ないものでございますので、その次の過程もあるかと思いますが、そういうことで、粘

り強く一致団結して要求していくことによって成果を上げていきたいという、そういう

考え方もあるものでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

経緯については、よくわかりました。 

例えば、具体的に申し上げますと、機器購入費の一部、保留から可の部分については、

あるいは補償がなされますよというような捉え方をしてもいいのですか。それから、測

定経費、これも保留から可、不可というのは、この東北補償相談センターの見解では、

不可というような捉え方でよろしいのでしょうか。 
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それから、見込みは、あまり期待はしていないわけですが、オール岩手で取り組みた

いというようなことも、ここに書いてありますが、それは、そのとおりですよね。この

くらいの補償をあっせんしていただきましても、なかなか手数だけかかって、合同でや

らなければ、なかなか処理できないだろうというように思っておりますけれども、あま

り期待しないままの議決をしなければならないというような私は心情でおります。この

機器購入費と測定のわずかな部分だけは可能性があるのかなというように捉えてよろ

しいのかどうか、もう一度、見解をお伺いいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 村中英治君 ） 

結果的に時効が、来年の３月 11日以降に時効にもかかっていくという状況もありま

す。今、そうにはならないような、時効を 10年間に延ばすという特例の法律の方も進

められておりますので、最終的には時効の問題は解消するかと思いますが、そういう中

で、逆にあっせんを申し立てないということは、東京電力の損害賠償はもういらないと

いう意思表示をしたことにもつながるということもございますので、そういう観点から

というものもございます。 

それから、議案の３の(１)の申立ての趣旨のところにもございますが、２行目、なお、

というところがありますが、申立人は、相手方が損害賠償の一部支払いに合意した場合

には、当該合意額を除いた額であっせんを申し立てることができるというようにさせて

いただいております。これについては、先ほどお話もございましたが、保留となってお

ります電子計量器、ストップウオッチ、あるいは測定経費で、可となっておりますので、

こういった部分が、あっせんを進めていく間のうちに支払いになった場合には、その部

分については除外した額であっせんを申し立てるというものでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

ほかに。 

（ 「なし」の声あり ） 

ないようですので、これで質疑を終わります。  

お諮りします。 

討論は本会議で行うこととし、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませ

んか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから、議案第 10号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

議案第 10号、あっせんの申立てに関し議決を求めることについては、原案のとおり

決定することに賛成の方は、起立願います。 
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（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第 10号は原案のとおり可決されました 。 

次に、日程第 11、議案第 11号、教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることに

ついてを議題とします。 

これから、質疑に入ります。 

なお、本案は人事案件でありますので、質疑は私生活にわたらないよう、ご注意願い

ます。 

質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

質疑がないようですので、これで質疑を終わります。  

お諮りします。 

討論を省略し、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから、議案第 11号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。  

議案第 11号、教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについては、原案の

とおり同意することに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第 11号は原案のとおり同意されました。 

次に、日程第 12、議案第 12号、人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めるこ

とについてを議題とします。 

これから、質疑に入ります。 

なお、本案は人事案件でありますので、質疑は私生活にわたらないよう、ご注意願い

ます。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

お諮りします。 

討論を省略し、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから、議案第 12号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

議案第 12号、人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについては、原

案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 
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したがって、議案第 12号は適任とすることに決定されました。 

以上で、本委員会に付託されました事件は、全部終了しました。 

これをもって、輝くふるさと常任委員会を閉会します。 

ご苦労様でした。 

 

（ 閉会時刻 １２時００分 ） 

 


